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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス燃料を貯蔵する少なくとも一つのガス燃料タンクを搭載する車両であって、
　前記ガス燃料タンクの長手方向が車両の左右方向になると共に該ガス燃料タンクにおけ
るガス燃料の出入口として該ガス燃料タンクに取り付けられた弁構造体と前記車両の乗員
室の乗降口とが車両の左右方向の一方と他方となって離れるよう前記ガス燃料タンクを前
記車両の屋根上に搭載してなり、
　前記弁構造体は前記ガス燃料タンクの長手方向に対して略垂直方向にガス燃料を放出す
る安全弁を含み、
　前記安全弁からのガス燃料の放出方向が水平より下方向となるよう前記ガス燃料タンク
を搭載してなる
　車両。
【請求項２】
　前記乗降口と前記弁構造体とが略車幅以上離れるよう前記ガス燃料タンクを搭載してな
る請求項１記載の車両。
【請求項３】
　前記弁構造体が長手方向の一方の先端部近傍に取り付けられてなるガス燃料タンクを搭
載してなる請求項１または２記載の車両。
【請求項４】
　前記安全弁から放出されたガス燃料が車両ボディにより拡散されるよう前記ガス燃料タ
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ンクを搭載してなる請求項１なしい３いずれか記載の車両。
【請求項５】
　前記車両はバスである請求項１ないし４いずれか記載の車両。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両およびガス燃料タンクの搭載方法に関し、詳しくは、ガス燃料を貯蔵す
る少なくとも一つのガス燃料タンクを搭載する車両およびガス燃料を貯蔵する少なくとも
一つのガス燃料タンクを車両に搭載する搭載方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の車両としては、長手方向の先端部の出入口に弁体が取り付けられた圧縮
天然ガスを貯蔵する複数のガス燃料タンクをその長手方向が車両の前後方向となるよう車
両の屋根上に搭載するバスが提案されている（例えば、特許文献１参照）。この車両では
、ガス燃料タンクの長手方向を車両の前後方向とすることにより、車幅より長いガス燃料
タンクを用いることができるものとしている。
【特許文献１】特開２００１－２３９８４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の車両では、乗降口は車両の側面に設けられるのが多いため、乗降
口から比較的近傍にガス燃料タンクの出入口が配置される場合も生じ、この場合、ガス燃
料タンクからガス燃料が外部に放出されたときには放出されたガス燃料の乗降口への影響
を小さくするのが不十分になる場合が生じる。なお、ガス燃料タンクからガス燃料が外部
に放出される場合としては、弁体に異常が生じてガス燃料が漏れたときやタンク内の圧力
異常に伴って弁体を開弁したときなどが想定される。
【０００４】
　本発明の車両およびガス燃料タンクの搭載方法は、ガス燃料タンクからガス燃料が外部
に放出された際における放出されたガス燃料による乗降口における影響をより小さくする
ことことを目的の一つとする。また、本発明の車両およびガス燃料タンクの搭載方法は、
ガス燃料タンクからガス燃料が外部に放出された際における放出されたガス燃料をより希
釈することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の車両およびガス燃料タンクの搭載方法は、上述の目的の少なくとも一部を達成
するために以下の手段を採った。
【０００６】
　本発明の車両は、
　ガス燃料を貯蔵する少なくとも一つのガス燃料タンクを搭載する車両であって、
　前記ガス燃料タンクの長手方向が車両の左右方向になると共に該ガス燃料タンクにおけ
るガス燃料の出入口として該ガス燃料タンクに取り付けられた弁構造体が前記車両の乗員
室の乗降口から離れるよう搭載してなる
　ことを要旨とする。
【０００７】
　この本発明の車両では、ガス燃料タンクの長手方向が車両の左右方向になると共にガス
燃料タンクにおけるガス燃料の出入口に取り付けられた弁構造体が車両の乗員室の乗降口
から離れるように搭載するから、ガス燃料タンクに取り付けられた弁構造体からガス燃料
が外部に放出されたときの放出されたガス燃料による乗降口への影響をより小さくするこ
とができる。ここで、車両としては小型乗用車や大型乗用車、バスなどの自動車や列車な
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どをあげることができる。
【０００８】
　こうした本発明の車両において、前記乗降口と前記弁構造体とが車両の左右方向の一方
と他方となるよう前記ガス燃料タンクを搭載してなるものとすることもできる。通常、乗
降口は車両の左右の側面のうちの対向車とすれ違わない側に設けられるから、ガス燃料タ
ンクの出入口の弁構造体を対向車とすれ違う側に配置することにより、弁構造体近傍の対
向車等による走行風の影響も大きくなる。したがって、弁構造体を介してガス燃料が外部
に放出されたときのガス燃料の希釈を促進することができ、放出したガス燃料の乗降口へ
の影響をより小さくすることができる。
【０００９】
　また、本発明の車両において、前記乗降口と前記弁構造体とが略車幅以上離れるよう前
記ガス燃料タンクを搭載してなるものとすることもできる。こうすれば、ガス燃料タンク
のガス燃料の出入口からガス燃料が外部に放出されたときの放出されたガス燃料による乗
降口への影響をより小さくすることができる。
【００１０】
　さらに、本発明の車両において、前記ガス燃料タンクを前記車両の屋根上に搭載してな
るものとすることもできる。こうすれば、容易にガス燃料タンクをその長手方向を車両の
左右方向に搭載することができる。
【００１１】
　あるいは、本発明の車両において、前記弁構造体が長手方向の一方の先端部近傍に取り
付けられてなるガス燃料タンクを搭載してなるものとすることもできる。こうすれば、弁
構造体を乗降口からより離すことができる。
【００１２】
　本発明の車両において、前記弁構造体は前記ガス燃料タンクの長手方向に対して略垂直
方向にガス燃料を放出する安全弁を含み、前記安全弁からのガス燃料の放出方向が水平よ
り下方向となるよう前記ガス燃料タンクを搭載してなるものとすることもできる。この場
合、前記安全弁から放出されたガス燃料が車両ボディにより拡散されるよう前記ガス燃料
タンクを搭載してなるものとすることもできる。こうすれば、安全弁から放出されたガス
燃料の拡散性を向上させ、その希釈を図ることができる。
【００１３】
　本発明のガス燃料タンクの搭載方法は、
　ガス燃料を貯蔵する少なくとも一つのガス燃料タンクを車両に搭載する搭載方法であっ
て、
　前記ガス燃料タンクの長手方向が車両の左右方向となると共に該ガス燃料タンクにおけ
るガス燃料の出入口として該ガス燃料タンクに取り付けられた弁構造体が前記車両の乗員
室の乗降口から離れるよう搭載する
　ことを要旨とする。
【００１４】
　この本発明のガス燃料タンクの搭載方法は、ガス燃料タンクの長手方向が車両の左右方
向になると共にガス燃料タンクにおけるガス燃料の出入口に取り付けられた弁構造体が車
両の乗員室の乗降口から離れるように搭載するから、ガス燃料タンクに取り付けられた弁
構造体からガス燃料が外部に放出されたときの放出されたガス燃料による乗降口への影響
をより小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１６】
　図１は本発明の一実施例としての燃料電池搭載バス２０の構成の概略を示す構成図であ
り、図２は実施例の燃料電池搭載バス２０の屋根２２の上に水素タンク３０を搭載してい



(4) JP 4631440 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

る様子を説明する説明図であり、図３は燃料電池搭載バス２０の後部と屋根２２に燃料電
池４０ａ，４０ｂと水素タンク３０を搭載している様子を説明する説明図であり、図４は
燃料電池搭載バス２０の屋根２２における水素タンク３０の配置を説明する配置図である
。図示するように、実施例の燃料電池搭載バス２０は、左側通行用として右前部に運転席
が設けられ、運転席近傍の左側面に設けられた前乗降口２６と中央の左側面に設けられた
中央乗降口２８を介して乗客室２４に乗客を乗降させる大型バスとして構成されており、
その最後部下部には燃料電池４０ａ，４０ｂが、屋根２２の上にはこの燃料電池４０ａ，
４０ｂに供給する燃料としての水素を蓄える７本の水素タンク３０が搭載されている。な
お、燃料電池搭載バス２０の屋根２２の上には、７本の水素タンク３０の外に、水素タン
ク３０の前方にはエアコンユニット６０が、後方には燃料電池４０ａ，４０ｂを冷却する
複数のラジエータ４２などが搭載されており、天井部に複数の換気口５２が取り付けられ
たルーフカバー５０によって覆われている。
【００１７】
　水素タンク３０の長手方向の一端部には、燃料電池４０ａ，４０ｂ側に供給する水素の
圧力を調整する調圧弁や高温（例えば１１０℃以上）になると溶けてタンク内の水素を外
部に放出する安全弁としての溶栓弁などが組み込まれた弁ユニット３２が取り付けられて
おり、この弁ユニット３２が燃料電池搭載バス２０の右側面側となるように且つその長手
方向が車両の左右方向となるように屋根２２の上にベルト３９により搭載されている。即
ち、弁ユニット３２は、前乗降口２６や中央乗降口２８からできるだけ離れるように、図
４に例示するように、中央乗降口２８に最も近くに配置される水素タンク３０でも少なく
とも略車幅程度以上離れるように搭載されているのである。このように弁ユニット３２を
前乗降口２６や中央乗降口２８から離すのは、弁ユニット３２から水素が漏れたり弁ユニ
ット３２の溶栓弁が溶けてタンクから水素が放出されたときでも、漏れたり放出された水
素の前乗降口２６や中央乗降口２８への影響を小さくするためである。
【００１８】
　ルーフカバー５０の複数の換気口５２は、所定角度（例えば１５度や２０度）以上の直
射日光が水素タンク３０に当たらないように且つ雨滴が直接水素タンク３０に当たらない
ように複数の細長板材を角度と隙間をもって重なるように構成されており、紫外線や雨滴
から水素タンク３０を保護している。ルーフカバー５０の複数の換気口５２は、ルーフカ
バー５０の取付下部５４の隙間５６と共にルーフカバー５０内の圧力が異常に上昇したと
きでもその圧力を逃がすようにその開口面積が計算されて形成されている。
【００１９】
　弁ユニット３２の溶栓弁の水素の放出口３４は、図５に示すように、鉛直下方に向けら
れており、放出した水素が燃料電池搭載バス２０の屋根２２に当たって拡散するようにな
っている。したがって、緊急時に溶栓弁が溶けて水素が放出されると、放出された水素は
、屋根２２に当たって拡散し、ルーフカバー５０の換気口５２から上方に逃げていくこと
になる。このように水素の放出口３４を鉛直下方に向けて放出された水素が燃料電池搭載
バス２０の屋根２２に当たるようにすることにより、放出された水素の拡散を図り、その
希釈化をより効果的に行なうことができる。
【００２０】
　以上説明した実施例の燃料電池搭載バス２０によれば、水素タンク３０を、その長手方
向の一端部に取り付けられた弁ユニット３２が前乗降口２６や中央乗降口２８からできる
だけ離れるように且つその長手方向が車両の左右方向となるように屋根２２の上に搭載す
ることにより、弁ユニット３２から水素が漏れたり弁ユニット３２の溶栓弁が溶けてタン
クから水素が放出されたときでも、漏れたり放出された水素の前乗降口２６や中央乗降口
２８への影響を小さくすることができる。また、弁ユニット３２の溶栓弁の水素の放出口
３４が鉛直下方に向くように水素タンク３０を搭載することにより、溶栓弁が溶けて水素
が放出されたときには放出された水素を燃料電池搭載バス２０の屋根２２に当てて拡散さ
せ、水素をより希釈させることができる。これにより、溶栓弁が溶けて水素が放出された
ときにおける放出された水素の前乗降口２６や中央乗降口２８への影響をより小さくする
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ことができる。
【００２１】
　実施例の燃料電池搭載バス２０では、左側通行用のバスとして構成したが、右側通行用
のバスとして構成してもよい。この場合、運転席や前乗降口２６，中央乗降口２８につい
ては右側に設け、水素タンク３０についてはその長手方向の一端部に取り付けられた弁ユ
ニット３２が左側面側となるように且つその長手方向が車両の左右方向となるように屋根
２２に搭載すればよい。
【００２２】
　実施例の燃料電池搭載バス２０では、水素タンク３０を屋根２２の上に搭載するものと
したが、水素タンク３０の弁ユニット３２が前乗降口２６や中央乗降口２８からできるだ
け離れるように搭載すればよいから、水素タンク３０の搭載位置は屋根２２の上に限られ
ず、乗客室の下方など、如何なる搭載位置としても構わない。
【００２３】
　実施例の燃料電池搭載バス２０では、水素タンク３０をその長手方向が車両の左右方向
となるように屋根２２の上に搭載するものとしたが、水素タンク３０の弁ユニット３２が
前乗降口２６や中央乗降口２８からできるだけ離れるように搭載すればよいから、水素タ
ンク３０をその長手方向が車両の左右方向とは異なる方向となるように搭載するものとし
ても構わない。
【００２４】
　実施例の燃料電池搭載バス２０では、水素タンク３０の長手方向の一端部に弁ユニット
３２を取り付けるものとしたが、水素タンク３０をその弁ユニット３２が前乗降口２６や
中央乗降口２８からできるだけ離れるように搭載すればよいから、水素タンク３０の如何
なる箇所に弁ユニット３２を取り付けるものとしても差し支えない。
【００２５】
　実施例の燃料電池搭載バス２０では、水素タンク３０の弁ユニット３２の溶栓弁の水素
の放出口３４が鉛直下方に向くように水素タンク３０を搭載するものとしたが、放出され
た水素の希釈化を図ることができればよいから、放出口３４の向きは鉛直下方に限られず
、水平より下方方向であっても構わない。また、放出された水素の拡散が図れればよいか
ら、放出された水素がルーフカバー５０に当たるように放出口３４の方向を定めてもよい
。
【００２６】
　実施例では、ガス燃料タンクとしての水素タンク３０を燃料電池搭載バス２０に搭載す
る手法として説明したが、天然ガスなどの水素以外のガス燃料を貯蔵するガス燃料タンク
を車両に搭載する手法に適用するものとしてもよい。
【００２７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明は、ガス燃料タンクを搭載する車両の製造産業などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施例としての燃料電池搭載バス２０の構成の概略を示す構成図であ
る。
【図２】実施例の燃料電池搭載バス２０の屋根２２の上に水素タンク３０を搭載している
様子を説明する説明図である。
【図３】燃料電池搭載バス２０の後部と屋根２２に燃料電池４０ａ，４０ｂと水素タンク
３０を搭載している様子を説明する説明図である。
【図４】燃料電池搭載バス２０の屋根２２における水素タンク３０の配置を説明する配置
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図である。
【図５】水素タンク３０の搭載の様子を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００３０】
　２０　燃料電池搭載バス、２２　屋根、２４　乗客室、２６　前乗降口、２８　中央乗
降口、３０　水素タンク、３２　弁ユニット、３４　放出口、３９　ベルト、４０ａ，４
０ｂ　燃料電池、４２　ラジエータ、５０　ルーフカバー　５２　換気口、５４　取付下
部、５６　隙間、６０　エアコンユニット。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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